
令和８年度 特定健診継続受診対策業務 仕様書

１ 業務の目的

下田市国民健康保険の被保険者に対して、簡易な保険指導を実施し、被保険者に

特定健診の継続受診を勧めることで特定健診の受診率の維持、健康の保持増進、疾

病予防を促し、医療費の適正化につなげる。

２ 契約期間

契約締結日の翌日から令和９年３月 15日

３ 業務内容

（１）概要

指定する特定健診会場において簡易保健指導を行い特定健診継続受診の勧奨を行う。

（２）対象者

特定健診受診者 約 3,700 人（36 日間）の内８月～11 月の

指定する特定健診会場での受診者約 40 人×22 日＝約 880 人

（３）指定する特定健診会場及び日程

①下田市役所 所在地：下田市河内 101 番地の１

②下田市民文化会館 所在地：下田市四丁目１番２号

日程は「下田市特定健診日程表」を参照

（４）実施方法

・特定健診の集団健診会場において、健診結果に沿った保健指導を行い、特定健診

受診者全員に次年度特定健診継続受診の勧奨を実施する。

・保健指導の実施記録は下田市（以下「発注者」という。）が指定する様式を使用の

こと。詳細は発注者と受注者が相談の上決める。

（５）従事者

・集団健診会場において保健師と管理栄養士の２名が対応する。

（６）保健指導内容

・健診結果の経年比較を行うことによる健康状態の遷移の確認の重要性（継続受診）

を伝える。

・血圧や BMI の値を考慮して、保健指導内容を発注者と受注者が相談の上決定する。

・治療を行っていても毎年の健診の重要性（継続受診）を伝える。

・家庭における血圧の測定を推奨する。

（７）教材、必要物品等

・発注者が用意した資材を利用して業務を行う。受注者が必要と考えた資料等につ

いては、発注者と相談の上、受注者が用意したものを使用することができる。

（８）その他

・発注者は事業が効果的に行われるよう、進捗状況を確認し、短期でＰＤＣＡサイ

クルを回し、事業の効果を高めるため、発注者と委託事業者との打ち合わせを密

に実施する。



・実施日には土曜日並びに午前６時 30分受付開始の早朝健診が含まれており、全て

の日程において本業務を行えること。

・実施者数は、健診予約の受付状況等により増減することがある。

・災害その他の事由により、特定健診が中止される場合は協議を行う。

４ 個人負担金

事業対象者の個人負担金は無料とすること。

５ 個人情報の保護

（１）受注者は委託業務に関して知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。

また、この業務終了後も同様とする。

（２）受注者は、個人情報を発注者の指示する目的以外に使用してはならない。また、

この業務により知り得た内容を第三者に提供してはならない。

（３）受注者は、この業務を実施するため個人情報を複写する場合は、発注者の許可

なく複写してはならない。発注者の許可を受けて複写したときは、事業終了後に

発注者に返却しなくてはならない。

６ その他

（１）受注者は、業務の全部を一括して、または本仕様書における業務の主たる部分

を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、第三者が行っても

差し支えないと発注者が認めた業務で、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は

その限りではない。

（２）受注者は、本業務の遂行にあたり、発注者と事前打ち合わせを実施すること。

また、必要に応じて発注者と随時連絡をとり、打ち合わせを行うものとする。

なお、本仕様書に定めのない事項及び本業務に関して疑義が生じた場合は、協議

のうえ決定する。また、発注者が要請する緊急の連絡や協議等には、迅速に対応

すること。



別紙 下田市特定健診日程表


